
市民税 · 都民税と所得税の申告が始まります
　申告書は早めの提出にご協力をお願いします。また、窓口の混雑を避けるため、電子申告や郵送申告をご活用
ください。なお、申告書には必ずマイナンバーを記載してください。
　前年分の収入と所得控除などの申告は、市民税・都民税の税額決定のほか、国民健康保険税、介護保険料など
の算定や、福祉関連手当などの判定、課税（非課税）証明書の交付にも必要です。

問市民税課☎0422-29-9194、武蔵野税務署☎0422-53-1311 3月16日㈪

申告期限

三鷹市に
市民税・都民税
の申告をしてください

※�「〒181-8555市民税課」へ郵送、
　または市政窓口でも提出できます。

問市民税課
☎0422-29-9194

申告が必要な方は5面も
併せてご覧ください
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■■ 年末調整を受けていない給与収入がある（例：中途退職、アルバ
イト、年収2,000万円超の方など）。

■■ 給与所得の年末調整は受けたが、それ以外の所得が20万円を超え
ている。

■■ 給与所得の年末調整は受けたが、そのほかの控除（医療費控除な
ど）があり、所得税の還付を受けられる。（※）

■■ 公的年金等の収入が400万円を超えている。

■■ 公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円
を超えている。

■■
公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得も20万円
以下だが、医療費控除などの所得控除があり、所得税の還付を受
けられる。（※）

■■ 土地・建物などの譲渡所得、生命保険の満期返戻金などの一時所
得があり、所得税を納める必要がある。

■■ 事業所得や不動産所得などがあり所得税を納める必要がある、ま
たは予定納税・源泉徴収に係る所得税の還付を受けられる。（※）

■■ 純損失または雑損失が生じ、その繰越控除などを受ける。
※�所得税は、所得金額・所得控除金額などにより計算した所得税額よ
りも、源泉徴収税額や予定納税額が多い場合に、その差額が還付さ
れます。還付が受けられるかどうかは税務署にご確認ください。

■■ 給与収入のみで、所得控除などの内容をすべて記載した「給与支
払報告書」が勤務先から市に提出されている。

■■ 公的年金等の収入のみで、所得控除などの内容をすべて記載した
「公的年金等支払報告書」が支払者から市に提出されている。

■■ 市内に居住する人の税法上の扶養親族であり、前年の合計所得金
額が45万円以下である。

一つも当てはまらない方は

一つでもチェック　が入った方は■■

市民税・都民税＆所得税早分かりチャート

申告は不要です

税理士による小規模納税者向けの無料申告相談

　小規模納税者は所得税及び復興特別所得税、個人消費税の申告書を、年金受給者と給与所得者は所得税及び復興
特別所得税の申告書を作成して提出できます。ただし、土地・建物、株式などの譲渡所得がある場合を除きます（提
出のみの来場は不可）。

日1月29日㈭・30日㈮午前9時30分～11時
10分、午後1時～3時30分　所三鷹市公会
堂さんさん館　物マイナンバーカード、ス
マートフォン、申告書作成に必要な書類　
申各相談日の3日前の午後4時までに申し込
みフォーム（QRコード）へ

※�マイナンバーカードの電子証明書（利用者証明用〈数字4桁〉、
署名用〈英数字6文字以上〉）の有効期限切れや失効にご注意く
ださい。
※�当日入場整理券の配布は、なくなり次第終了します。
※�三鷹市主催の「税理士による所得税の確定申告相談会」は開催
しません。
※税務署・会場などでは、電話での受け付けができません。

問武蔵野税務署☎0422-53-1311

市民税・都民税申告受付専用会場

日2月16日㈪〜3月16日㈪
午前9時〜午後4時30分（土・日曜日、
祝日を除く）
所市役所第二庁舎4階

・・��長時間お待たせする場合がありま
す。
・・��会場では、所得税の確定申告書の
仮収受も行いますが、記載に関す
る相談はできません。
・・�期間中、市役所本庁舎2階の市税
総合窓口（市民税課）では申告受付
や仮収受はできません。

物①令和8年度市民税・都民税申告
書、②前年中の収入を確認できる書
類（源泉徴収票、支払調書など）、③
前年中に支払った金額を確認できる
保険料の控除証明書、医療費明細書、
雑損・寄付金の領収書など
※�申告書は1月22日㈭から同課、市
政窓口で配布します。
※�前年に市民税・都民税の申告書を
提出した方には、2月2日㈪に市
から申告書をお送りします。

　8年1月1日現在でお住まいの市区町村に申告してください。な
お、所得がなく、①市外居住者の税法上の扶養親族の方、②誰の
扶養親族にもなっていない方（仕送り、遺族年金などの非課税所
得で生活していた方や収入がなかった方など）も申告が必要です。

税務署に所得税
の確定申告をしてください

確定申告会場

日2月16日㈪〜3月16日㈪
午前9時〜午後5時（受付は午前8時
30分〜午後4時。土・日曜日、祝日
を除く。ただし、3月1日㈰は開場）
所武蔵野税務署
（武蔵野市吉祥寺本町3-27-1）
※�申告書は国税庁 HPで入手できま
す。

※�1月26日㈪〜3月16日は駐車場が
利用できません。

　確定申告会場への入場には、オン
ライン事前予約が必要です。
※�当日は、入場整理券を配付します
が、長時間お待たせする場合があ
ります。

問武蔵野税務署
☎0422-53-1311

国税庁公式LINEから、
オンライン事前予約
ができます

所得税の確定申告は
e-Tax（電子申告）が

便利です
問武蔵野税務署☎0422-53-1311

詳細は、QRコードから
国税庁 HP をご覧くだ
さい。

　国税庁 HPの「確定申告書等
作成コーナー」では、パソコン
やスマートフォンから所得税
の確定申告書を作成できます。

住民税試算システムや市民
税・都民税の電子申告をご
利用ください
　窓口で提出する申告
書の作成ができます。

ふるさと納税ワンストップ特例を申請した方へ
　同特例の申請書を提出した方が確定申告や市民税・都民税の申告を行う場合、特例の適用は受けられません。確
定申告をする際に、すべてのふるさと納税の金額を寄付金控除額の計算に含める必要があります。

問市民税課☎0422-29-9194
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掲載内容について、詳しくは記事内のQRコードからご確認ください。


